
芦屋市担当課と必要な事前相談、手続きを行ってください

宅地開発事前協議届,特定建築物事前協議,建築物建築届 等
①

事前相談

　　提出書類、手続き等の説明を致します。

　　申請書（一面）、調査依頼書等をお渡しします。（書類は当社ホームページにもあります）

② ②

確認申請関係図書　正・副

事前受付票
建築指導課

＊ 調査依頼書等

③

審査下見 ｆａｘで補正事項の通知
　 調査

事前協議書、許可書、建築物適合通知書等の写

④ 通知書の送付

調査書の送付

照合結果により補正事項の通知

書類、図面の訂正及び追加等

⑤ 確認申請手数料

　引受承諾書

軽微な補正、追加説明書を求める通知

書類、図面の軽微な補正または、追加説明書の添付
⑥

※消防と事前相談をしておくと同意が早く済みます。

⑦

　　受領時に代理者印が必要です

＊ 調査依頼書等
調査依頼書(申請者が必要事項記入）

添付図面：2部

  添付図書：付近見取図、配置図、立面図、地盤面算定図

            その他芦屋市が必要と認めた図書 　　　

通知書返送用封筒切手添付

調査書返送用封筒(当社で用意いたします）

芦屋市

事前審査受付

確認申請のフロー

協議事項、届出、許可等

申請者

確認済証の交付

調査書との照合

受付

消防同意
適合性判定
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